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１１月９日から始まる秋の火災予防運動の一環として、ご家庭にある古い消火器の回収を

行います。長期間使用せず、腐食の進んでいる消火器は破裂事故等につながる恐れがありま

すので、この機会にご家庭にある消火器をご確認ください。 

※廃棄の目安は、【家庭用】製造日から５年、【業務用】製造日から１０年です。 

ご家庭に設置されているものが業務用の場合もありますのでご確認ください。 

令和７年１１月１日（土）午前９時～正午 

リサイクル料金として１本につき１，０００円 

回収場所 住所 問合せ先電話番号 

緑ケ丘地域公民館 緑ケ丘東三丁目 1-21 消防本部予防課 ９２３－８１７２ 

中央公民館 麓山一丁目 8-4 消防本部予防課 ９２３－８１７２ 

大槻ふれあいセンター 大槻町字中前田 56-1 消防本部予防課 ９２３－８１７２ 

喜久田基幹分署 喜久田町卸一丁目 134-1 ９５９－６５３０ 

熱海分署 熱海町熱海二丁目 65 ９８４－３１２４ 

日和田分署 日和田町字山ノ井 1-1 ９５８－２１４０ 

田村分署 田村町岩作字穂多礼 57-5 ９５５－３１２７ 

安積分署 安積二丁目 354 ９４５－２１４１ 

湖南分署 湖南町三代字原木 390-8 ９８２－２４６８ 

富久山分署 富久山町八山田字経堂 52-1 ９５５－６１１９ 

針生救急所 大槻町字笹ノ台 34-1 ９２３－５１１０ 

※感染症の拡大防止のため、マスク等の感染対策にご協力をお願いします。 

※郡山消防署、大槻基幹分署、中田分署及び富久山行政センターでは回収を行いませんので、

最寄りの回収場所へお持ちください。 

※回収は、専門業者が行いますので、時間内にご持参ください。 

 

 

 

古くなった家庭用消火器を回収します 

【問合せ先】郡山地方広域消防組合消防本部 予防課 ☎９２３－８１７２ 

郡山地方消防防災協会 ☎９２１－８７８１ 

日 時 

費 用 
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１０月２２日(水)～２５日(土)  

※広報紙の受け取り担当の方にも、配達期間を共有いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

※期間中に順次配達します。届きましたら各戸へ１０月末日までを目安に 

配布くださるようご協力をお願いします。 

※市ウェブサイト「デジタル掲示板」では、「広報こおりやま」や同時 

配送物を公開していますので、ご活用ください。（ペーパーレスの 

観点から、不要な世帯への配布についてご配慮願います。） 

デジタル掲示板 URL：https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/87798.html 

 

 

 

 

 

 

【編集／発行】 郡山市 市民・NPO 活動推進課 

                      TEL924-3471 
                   ※ふれあいネットワーク情報は、本市ウェブサイト及び 

郡山市自治会連合会ウェブサイトへの掲載も行っています。 
セーフコミュニティ国際認証都市 郡山 

2018.2.2 国際認証取得 

2023.2.4 国際認証再取得 
SDGs 未来都市こおりやま 

「広報こおりやま１１月号」配達期間のお知らせ 

【問合せ先】 広聴広報課 ☎９２４－２０６１ 
※部数に不足があった場合などは、日本郵便㈱ 福島物流ソリューションセンターへ 

お問い合わせください。（☎ 954-3910、平日 9:00～12:00・13:00～17:30） 

配達期間 

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/33/87798.html

